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「
公
告
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度
」 

 

公
告
に
つ
い
て
の
ご
質
問
を
頂
き
ま
し
た
の

で
、
今
回
は
そ
の
件
に
つ
い
て
ご
説
明
致
し
ま

す
。 公

告
（
公
告
制
度
）
と
は
、
宗
教
法
人
法
の

三
つ
の
特
徴
で
あ
る
「
認
証
制
度
」
「
責
任
役
員

制
度
」
「
公
告
制
度
」
の
一
つ
で
す
。 

① 

認
証
制
度 

宗
教
法
人
を
設
立
、
合
併
、

解
散
、
規
則
の
変
更
を
行
う
場
合
に
は
、

所
轄
庁
の
認
証
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
（
規
則
と
は
宗
教
法
人
規
則
の
事
で

す
。
以
下
同
じ
） 

② 

責
任
役
員
制
度 

宗
教
法
人
に
は
必
ず
三

名
以
上
の
責
任
役
員
（
う
ち
一
名
は
代
表

役
員
）
を
お
き
、
規
則
に
定
め
の
無
い
事

項
は
、
責
任
役
員
会
で
決
議
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。 

③ 

公
告
制
度 

宗
教
法
人
が
重
要
な
事
項

（
合
併
、
解
散
、
財
産
の
処
分
な
ど
）
を

行
う
場
合
に
は
、
檀
家
、
信
者
、
そ
の
他

の
利
害
関
係
者
に
公
告
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

こ
の
公
告
制
度
の
な
か
で
、
合
併
、
解
散

は
、
皆
様
に
は
馴
染
み
の
な
い
事
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
財
産
の
処
分
な
ど
で
公
告
が
必
要
な
場
合

に
つ
い
て
詳
し
く
ご
説
明
致
し
ま
す
。 

一
、
不
動
産
、
ま
た
は
財
産
目
録
に
掲
げ
る
宝
物

を
処
分
し
、
ま
た
は
担
保
に
供
す
る
場
合 

二
、
借
入
（
当
該
会
計
年
度
内
で
償
還
す
る
一
時

的
な
借
入
を
除
く
）
、
ま
た
は
保
証
を
す
る
場
合 

三
、
主
要
な
境
内
建
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
、

移
築
、
除
却
、
著
し
い
模
様
替
え
を
す
る
場
合 

四
、
境
内
地
の
著
し
い
模
様
替
え
を
す
る
場
合 

五
、
主
要
な
境
内
建
物
の
用
途
、
も
し
く
は
境
内

地
の
用
途
を
変
更
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
当

該
宗
教
法
人
の
第
二
条
に
規
定
す
る
目
的
以

外
の
目
的
に
供
す
る
場
合 

右
記
に
掲
げ
た
事
項
を
行
う
場
合
に
は
、
規

則
の
定
め
に
よ
り
、
檀
家
、
信
者
、
そ
の
他
の
利

害
関
係
者
に
、
そ
の
行
為
の
要
旨
を
、
一
か
月
以

上
前
ま
で
に
公
告
に
よ
り
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
あ
る
規
則
に
は
、

公
告
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
な

い
場
合
に
は
責
任
役
員
会
に
諮
り
、
公
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
上
の
三
か
ら
五
の
事

項
で
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
、
ま
た
は
軽
微

な
も
の
で
あ
る
場
合
、
五
に
掲
げ
る
行
為
で
一
時

的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
公
告
に
際
し
て
、
異
議
を
申
し
立
て

ら
れ
た
場
合
に
は
、
丁
寧
に
説
明
し
ご
理
解
い
た

だ
く
か
、
再
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
公
告
の
方
法
」 

公
告
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
一
般
的
に

は
寺
務
所
や
本
堂
内
な
ど
の
目
に
つ
き
や
す
い
場

所
に
一
定
期
間
掲
示
す
る
方
法
の
ほ
か
、
寺
報
な

ど
に
掲
載
し
て
配
布
す
る
方
法
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。 規

則
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従

い
公
告
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
公
告
の
趣

旨
が
周
知
徹
底
さ
れ
る
方
法
で
無
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
最
近
で
は
情
報
開
示
の
重
要
性
か
ら
、
寺

院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
公
告
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
公
告
の

証
拠
（
掲
示
板
の
写
真
や
、
公
告
を
行
っ
た
寺
報

な
ど
の
現
物
な
ど
）
を
保
管
し
、
檀
家
、
信
者
、

利
害
関
係
者
な
ど
の
複
数
名
の
確
認
の
署
名
を
記

載
し
た
証
明
書
の
作
成
が
必
要
で
す
。
公
告
が
必

要
な
認
証
を
行
う
場
合
に
、
証
明
書
が
あ
る
と
ス

ム
ー
ズ
に
申
請
が
行
え
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
公

告
を
怠
っ
た
り
、
公
告
の
方
法
な
ど
が
不
十
分
だ

っ
た
場
合
に
は
、
認
証
の
申
請
が
受
理
さ
れ
な
か

っ
た
り
、
財
産
の
処
分
等
が
無
効
と
な
る
場
合
が

あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。 

公
告
制
度
は
、
規
則
や
法
律
で
定
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
よ
り
開
か
れ

た
寺
院
と
な
る
為
に
必
要
な
情
報
開
示
や
、
檀
家

や
信
者
な
ど
の
利
害
関
係
者
と
の
、
よ
り
良
い
信

頼
関
係
の
構
築
に
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 


